
・庁内の調整･･･①事業主幹部局の決定 ②関係部局との連携体制の構築 ③予算確保 ④事務局（委託可）の設置
・庁外の調整･･･①都道府県精神科病院協会に本事業について説明・協力依頼

②受け入れ精神科病院に説明・協力依頼（実際の訪問支援員の派遣方法について調整）
③管内市区町村（保健所設置市及び特別区を含む）と本事業に係る市町村と事業実施の方法について調整
④関係機関（基幹相談センターや障害者相談支援センター等）への周知

・要綱作成 ･･･国が示す要綱に基づき、自治体の事業要綱作成

①支援員派遣のスキームの確立（詳細は別スライド） ②訪問支援員の選任 ③支援員の登録、管理（名簿等の作成）
④支援員への事前説明 ⑤支援員の派遣調整 ⑥支援員へのサポート体制の構築 ⑦事業実施記録管理 ⑧年度末報告

※特別区、保健所設置市で実施する場合においては、研修の実施及び支援員の選任を都道府県に行っていただく必要があります。

推進会議･･･①会議体の設置（既存の会議体も可） ②会議の構成員の選定 ③会議の運営 ④議事録のまとめ ⑤事業報告
実務者会議（委託可）･･･①会議体の設置（既存の会議体も可、委託可）②会議の構成員の選定 ③会議の運営 ④議事録のまとめ

⑤推進会議への報告

都道府県等が担う業務について
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準備

①支援員や利用者からの意見の収集等を行う ②推進会議、実務者会議等で①で収集した意見等を共有する
③会議の構成員からの意見等を取りまとめる ④本事業の会議を活用し、事業の評価方法や評価を実施する

評価

・支援員養成研修の準備･･･①受講対象者の検討 ②研修プログラムの検討 ③研修講師、ファシリテーターの確保
・支援員養成研修の実施（都道府県等で実施する場合）･･･①開催準備（会場、講師等）

②研修実施 ③修了証発行 ④受講者名簿管理

研修の実施

支援員の派遣

①本事業の啓発資材の作成
②管内市区町村（保健所設置市や特別区を含む）･･･市町村長同意による医療保護入院者との面会時に本事業を紹介するよう依頼
③精神科病院等･･･退院後生活環境相談員等から入院者に対して本事業を紹介するよう依頼

事業の周知

会議設置・運営


